
市
長
の
任
期
も
半
分
が
過

ぎ
、
平
成
２１
年
度
は
折
り
返
し

点
と
な
り
ま
す
。
就
任
当
初
に
、

皆
様
と
の
約
束
と
し
て
示
し
ま

し
た
京
田
辺
市
活
性
化
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
つ
い
て
、
完
了
し
た
も

の
、
執
行
中
の
も
の
、
着
手
で

き
て
い
な
い
も
の
、
そ
れ
ぞ
れ

を
し
っ
か
り
と
確
認
し
、
任
期

後
半
、
さ
ら
に
本
市
が
誇
り
の

も
て
る
ふ
る
さ
と
と
し
て
発
展

で
き
る
よ
う
取
り
組
ん
で
ま
い

り
ま
す
。

百
年
に
一
度
の
不
況

と
言
わ
れ
、
本
市
も
極

め
て
厳
し
い
行
財
政
環

境
に
あ
り
ま
す
が
、
引

き
続
き
、「
築
こ
う
あ
な

た
と　

未
来
の
ふ
る
さ

と　

京
田
辺
！
」
を
基

本
理
念
と
し
、「
緑
豊

か
で
健
康
な
文
化
田
園

都
市
」
を
都
市
像
と
す

る
第
３
次
京
田
辺
市
総

合
計
画
の
実
現
の
た
め
、
市
政

の
推
進
に
邁
進
す
る
決
意
で
政

策
実
現
に
あ
た
っ
て
ま
い
り
ま

す
。

【
基
本
姿
勢
】

●
市
民
の
声
を
よ
く
聞
き
、

市
民
と
と
も
に
よ
く
考
え
、
市

民
と
と
も
に
実
行
し
て
ま
い
り

ま
す●

自
ら
の
目
で
よ
く
見
て
確

認
す
る
と
い
う
「
現
地
現
場
主

義
」
に
徹
し
、
そ
れ
を
政
策
形

成
に
つ
な
げ
て
ま
い
り
ま
す

●
市
民
の
皆
様
の
知
恵
と
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
結
集
し
、
参
画
と

協
働
に
よ
る
本
市
に
ふ
さ
わ
し

い
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
ま
い

り
ま
す

【
基
本
政
策
】

３
つ
の
大
き
な
柱

◆
安
全
・
安
心
に
暮
ら
せ
る

ま
ち
づ
く
り

◆
快
適
で
活
力
に
満
ち
た
ま

ち
づ
く
り

◆
心
に
う
る
お
い
の
あ
ふ

れ
る
ま
ち
づ
く
り

【
主
な
施
策
】

★
安
全
・
安
心
に
暮
ら
せ

る
ま
ち
づ
く
り

力
を
入
れ
て
取
り
組
ん
で

お
り
ま
す
子
育
て
支
援
と
し

て
、
妊
婦
健
診
へ
の
助
成
を

５
回
か
ら
１４
回
に
拡
大
す
る

と
と
も
に
、
新
た
に
妊
婦
歯

科
健
診
の
実
施
に
取
り
組
む
ほ

か
、
河
原
保
育
所
に
地
域
子
育

て
支
援
セ
ン
タ
ー
を
開
設
し
て

ま
い
り
ま
す
。

ま
た
、
少
子
化
な
ど
に
よ
り
、

親
に
な
っ
て
初
め
て
赤
ち
ゃ
ん

と
接
し
、
と
ま
ど
い
を
感
じ
る

な
ど
保
護
者
の
精
神
的
負
担
が

大
き
く
な
る
傾
向
に
あ
り
ま

す
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
こ

ん
に
ち
は
赤
ち
ゃ
ん
事
業
で
市

の
保
健
師
が
家
庭
を
訪
れ
る

際
、
絵
本
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
、

子
ど
も
と
の
ふ
れ
あ
い
を
深
め

る
き
っ
か
け
づ
く
り
を
サ
ポ
ー

ト
し
て
ま
い
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
最
も
緊
急
か
つ
重

要
な
施
策
と
し
て
位
置
付
け
て

お
り
ま
す
安
全
で
人
に
や
さ
し

い
ま
ち
づ
く
り
と
し
て
は
、
耐

震
補
強
が
必
要
な
学
校
施
設
に

つ
い
て
、
平
成
２５
年
度
末
ま
で

に
耐
震
化
を
進
め
る
ほ
か
、
今

年
度
か
ら
、
災
害
時
用
簡
易
型

ト
イ
レ
の
市
内
広
域
避
難
場
所

へ
の
配
備
を
進
め
、
事
故
や
災

害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
に
取
り

組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

市
民
の
皆
様
の
要
望
で
も
あ

り
ま
し
た
近
鉄
新
田
辺
駅
東
側

と
Ｊ
Ｒ
三
山
木
駅
に
お
け
る
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
の
設
置
に
も
着
手

し
て
ま
い
り
ま
す
。

★
快
適
で
活
力
に
満
ち
た
ま

ち
づ
く
り

多
く
の
市
民
が
通
勤
や
通
学

で
日
常
的
に
利
用
す
る
鉄
道
駅

の
安
全
性
と
利
便
性
を
向
上
す

る
た
め
、
Ｊ
Ｒ
三
山
木
駅
の
高

架
下
に
大
規
模
な
駐
輪
場
を
整

備
す
る
ほ
か
、
Ｊ
Ｒ
大
住
駅
に

お
い
て
も
、
駐
輪
場
の
増
設
を

進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

ま
た
、
市
内
一
斉
清
掃
な
ど
、

環
境
に
対
す
る
市
民
活

動
を
支
援
す
る
と
と
も

に
、
市
役
所
に
お
き
ま

し
て
も
、
庁
舎
３
階
窓

に
遮
光
フ
ィ
ル
ム
を
貼

付
す
る
な
ど
省
エ
ネ
ル

ギ
ー
対
策
を
実
施
し
、

エ
コ
オ
フ
ィ
ス
を
推
進

し
て
ま
い
り
ま
す
。

産
業
振
興
で
は
、
新

た
に
本
市
に
転
入
す
る

方
に
、
茶
器
と
玉
露
の

茶
葉
を
お
贈
り
し
、「
玉

露
の
ま
ち
京
田
辺
」
を

知
っ
て
い
た
だ
き
、
茶

業
の
振
興
を
図
っ
て
ま
い
り
ま

す
。さ

ら
に
、
世
界
的
な
経
済
不

況
に
よ
っ
て
民
間
企
業
で
大
幅

な
人
員
削
減
計
画
が
打
ち
出
さ

れ
る
な
ど
、
雇
用
が
大
き
な
問

題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

市
内
の
雇
用
実
態
に
即
応
し
た

適
切
な
雇
用
対
策
に
取
り
組
ん

で
ま
い
り
ま
す
。

★
心
に
う
る
お
い
の
あ
ふ
れ

る
ま
ち
づ
く
り

公
園
緑
地
の
整
備
で
は
、
ス

ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

の
場
と
防
災
拠
点
の
機
能
を
併

せ
持
つ
公
園
と
し
て
、
防
賀
川

公
園
の
整
備
を
進
め
て
ま
い
り

ま
す
。
ま
た
、
昨
年
度
の
公
園

遊
具
点
検
に
よ
り
策
定
し
た
遊

具
カ
ル
テ
に
基
づ
き
、
公
園
か

ら
危
険
な
遊
具
を
排
除
す
る
こ

と
で
、
安
全
で
安
心
な
遊
び
場

の
提
供
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り

ま
す
。

さ
ら
に
、
田
辺
公
園
テ
ニ
ス

コ
ー
ト
の
全
面
改
修
な
ど
、
ス

ポ
ー
ツ
関
連
施
設
を
整
備
し
、

市
民
ス
ポ
ー
ツ
の
活
動
拠
点
で

あ
る
田
辺
中
央
体
育
館
を
は
じ

め
と
し
た
、
有
料
運
動
公
園
施

設
の
指
定
管
理
者
制
度
導
入
に

向
け
た
準
備
を
行
っ
て
ま
い
り

ま
す
。

※
平
成
２１
年
度
施
政
方
針
の

全
文
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

「
こ
ん
に
ち
は
市
長
で
す
」
に

掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
覧

く
だ
さ
い
。
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市 は、2 月 1 日 に
NPO 法 人 KES 環 境
機構から市役所庁舎の
KES（ 環 境 マ ネ ジ メ
ントシステム）スタン
ダード・ステップ 1 の
認証を受けました。

市役所では、エネル
ギー（電気・ガス）や
紙の使用量の削減に取
り組んできましたが、環境マネジメントシステム
を通して、さらに環境にやさしい市役所を目指そ
うと、昨年 9 月から同システムの運用を始めまし
た。今回、その活動が評価され認証を受けました。

市では、今後も取り組む内容を増やし、庁舎以
外の施設でも認証取得を目指します。また、今回
の認証を通過点として、一層の環境負荷軽減に全
職員で取り組んでいきます。
問合せ先＝環境課（☎ 64-1366）

市
役
所
２
階
に
登
録
証
を
掲
げ
て
い
ま
す

【
市
政
運
営
の
視
点
】

▼
本
市
の
財
政
に
お
い
て
も
、
法
人

市
民
税
を
は
じ
め
と
す
る
税
収
が
大
幅

に
減
少
す
る
一
方
で
、
小
・
中
学
校
の

校
舎
耐
震
補
強
工
事
に
か
か
る
教
育
費

の
ほ
か
、
介
護
給
付
や
児
童
手
当
な
ど

の
民
生
費
が
大
き
く
増
加
す
る
な
ど
、

財
政
の
健
全
化
な
し
に
は
、
発
展
が
困

難
な
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
た

め
、
平
成
１８
年
度
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た

行
政
改
革
実
行
計
画
と
財
政
健
全
化
計

画
の
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
、
平
成

２２
年
度
の
目
標
に
向
け
て
着
実
に
実
施

し
て
ま
い
り
ま
す

▼
第
２
に
、　

事
務
事
業
の
執
行
に

あ
た
り
ま
し
て
は
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク

ル
（
計
画
・
実
行
・
評
価
・
改
善
）
を

確
立
し
、
成
果
を
重
視
し
た
効
果
的
・

効
率
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
推
進
す
る

と
と
も
に
、
組
織
の
目
標
を
共
有
し
て

仕
事
を
進
め
る
「
目
標
に
よ
る
管
理
」

に
よ
っ
て
、
執
行
管
理
・
点
検
機
能
の

さ
ら
な
る
強
化
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す

▼
第
３
に
、
政
策
課
題
に
対
応
し
て

い
く
た
め
に
は
、
そ
の
推
進
基
盤
で
あ

る
市
役
所
組
織
が
し
っ
か
り
と
機
能
す

る
こ
と
が
重
要
で
す

人
材
育
成
基
本
方
針
に
基
づ
い
て
、

具
体
的
で
効
果
的
な
人
材
育
成
が
図
れ

る
体
制
の
整
備
を
進
め
る
と
と
も
に
、

人
事
評
価
制
度
の
本
格
導
入
に
向
け
た

能
力
評
価
・
業
績
評
価
の
試
行
に
取
り

組
み
、
市
民
福
祉
の
向
上
を
使
命
と
し

て
情
熱
を
持
っ
て
行
動
で
き
る
職
員
を

育
て
、
市
役
所
を
訪
れ
る
皆
様
に
、
市

役
所
が
変
わ
っ
た
と
実
感
い
た
だ
け
る

よ
う
、
市
役
所
の
活
性
化
と
行
政
ガ
バ

ナ
ン
ス
強
化
へ
の
取
り
組
み
を
進
め
て

ま
い
り
ま
す
。

市
議
会
で
施
政
方
針
を
述
べ
る
石
井
市
長

昨
年
度
は
、
窓
口
研
修
で
職
員
の
資
質
向
上
を

図
り
ま
し
た
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ねんきん特別便の相談会

社会保険庁は、「ねんきん特別便」に関す
る相談会を開きます。「ねんきん特別便」の
書き方などについて、社会保険労務士が相
談に応じます。ぜひ、ご利用ください。
日時＝ 3 月 11 日・18 日・25 日。いずれ

も水曜日の午前 9 時 30 分～午後 5 時（正

午から午後 1 時を除く）
場所＝中央公民館
対象＝「ねんきん特別便」が到着した人
必要書類＝▼社会保険庁から送付された

「ねんきん特別便」▼転職や転居したことが
ある人は、勤務先名・所在地・勤務期間、
転居前住所などを歴順に整理したメモなど

▼代理人の場合は、本人の年金手帳・委任
状と、代理人自身の本人確認ができるもの

（運転免許証など )
くわしくは、▼市民年金課（☎ 64-1333）

▼京都南社会保険事務所（☎ 075-644-1165）
へお問い合わせください。

10 月 か ら 毎
月女性交流支援
ルームの施設や
利用方法をご案

内してきましたが、今月号が最終回となります。
一人ひとりの人権が尊重され、男女が共に輝

く共同参画社会を目指す施設として、多くの市
民のみなさんの利用をお待ちしています。
【女性の相談室】
「どうにもならないことなの！」「誰にも分

かってもらえない」など、一人で悩みを抱え込
んでいませんか？。相談室では、心や体の悩み・
家族や職場での人間関係など、女性が生きてい
く中でのさまざまな悩みを聴き、あなたととも
に考え、次の一歩を踏み出すためのお手伝いを
します。一度、相談室を訪ねてください。秘密
は厳守します。相談を希望の人は、電話で予約
してください。
専用ダイヤル＝ 65-3727
相談日程＝▼毎月第 2木曜日午後 1時 30 分
～ 4 時 30 分…一般相談▼毎月第 1・3 木曜日
午後 1時 30 分～ 4 時 30 分…フェミニストカ
ウンセラーによる専門相談▼毎月第 4水曜日
午後 1時 30 分～ 3時…女性弁護士による法律
相談
相談料＝無料
問合せ先＝女性交流支援ルーム（☎ 65-3709）

国
民
年
金
保
険
料
学
生
納
付
特
例
の
平

成
２０
年
度
申
請
期
限
が
、
４
月
３０
日
㈭
で

終
了
し
ま
す
。
申
請
手
続
を
忘
れ
て
い
る

人
は
、
す
ぐ
に
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

学
生
本
人
の
平
成
１９
年
中
の
所
得
が
一

定
の
基
準
以
下
の
と
き
、
申
請
し
て
承
認

さ
れ
る
と
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま

す
。対

象
者
＝
大
学
・
大
学
院
・
短
期
大
学
・

高
等
学
校
・
高
等
専
門
学
校
・
専
修
学
校
・

各
種
学
校
（
学
校
教
育
法
に
規
定
さ
れ
る

各
種
学
校
で
終
業
年
限
が
１
年
以
上
の
課

程
）・
文
部
科
学
大
臣
が
指
定
し
た
課
程

の
海
外
大
学
（
日
本
分
校
）
な
ど

承
認
期
間
＝
平
成
２０
年
４
月
～
同
２１
年

３
月
（
期
間
途
中
に
資
格
を
取
得
し
た
人

は
、資
格
取
得
月
か
ら
同
２１
年
３
月
ま
で
）

期
間
途
中
に
申
請
し
て
も
、
平
成
２０
年

４
月
ま
た
は
資
格
取
得
月
ま
で
さ
か
の

ぼ
っ
て
承
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す

が
、
事
故
や
病
気
で
障
害
が
残
っ
た
と
き

は
、
障
害
基
礎
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、

早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
方
法
＝
学
生
証
（
コ
ピ
ー
可
）
ま

た
は
在
学
証
明
書
・
年
金
手
帳
・
印
鑑
（
自

筆
不
要
）・
平
成
１９
年
分
の
所
得
な
ど
が

わ
か
る
も
の
（
所
得
課
税
証
明
な
ど
）

会
社
な
ど
を
退
職
し
て
学
生
に
な
っ
た

人
は
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
（
コ

ピ
ー
可
）か
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証（
コ

ピ
ー
可
）
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
２１
年
度
の
申
請
は
、
４
月
か
ら
受

け
付
け
を
開
始
し
ま
す
。
申
請
は
毎
年
度

必
要
で
す
。

平
成
２０
年
度
承
認
さ
れ
、
同
２１
年
度
も

引
き
続
き
学
生
の
場
合
で
も
改
め
て
申
請

が
必
要
で
す
。
同
２０
年
度
承
認
さ
れ
た
人

に
は
、
社
会
保
険
庁
か
ら
申
請
書
が
送
付

さ
れ
ま
す
が
、
申
請
書
が
届
か
な
い
人
も

忘
れ
ず
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
＝
▼
市
民
年
金
課
（
☎
６４
・

１
３
３
３
）
▼
京
都
南
社
会
保
険
事
務
所

（
☎
０
７
５
・
６
４
３
・
２
５
４
７
）

市は、下表のとおり医療費の助成を行っています。福
祉医療費受給者証を持っていない人で該当すると思われ
る人は申請してください。申請には、健康保険被保険者
証が必要です（障害者医療申請には、別途、手帳・年金
証書などが必要です）。

なお、現在、福祉医療費受給者証（老人）を持ってい
る人で、4 月 1 日㈬に 70 歳になっていない人には、4 月
1 日㈬から 7 月 31 日㈮までの受給者証を郵送します。
申請・問合せ先＝国保医療課（☎ 64-1374）

市は、国民健康保険加入者を対象に「外来（半
日）人間ドック」「脳ドック」「併用ドック（人
間ドックと脳ドックの併用受診）」の受診費用
を助成します。これは、加入者のみなさんに
健康について考えてもらい、病気の予防や早
期発見、その治療をしていただくために行っ
ています。
対象者＝次のすべてを満たす人▼申請日現

在 30 歳以上 75 歳未満の人▼申請時に、引き
続き 1 年以上継続して市国民健康保険に加入
している人▼入院または妊娠していない人▼
国保税を滞納していない世帯の人
申込期間＝ 4 月 15 日㈬～ 5 月 8 日㈮
多数のときは、受け付けを調整させていた

だく場合があります。
申込方法・健診費用などくわしくは、広報

京たなべ 4 月 1 日号をご覧ください。
問合せ先＝国保医療課（☎ 64-1332）

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
み

な
さ
ん
の
保
険
料
で
支
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
が
未

納
の
人
に
、
督
促
状
を
送
付
し
ま

す
。
年
度
途
中
に
被
保
険
者
と

な
っ
た
人
は
資
格
を
取
得
し
た
月

か
ら
、
資
格
を
失
っ
た
人
は
資
格

を
失
っ
た
前
月
ま
で
の
月
割
保
険

料
額
が
計
算
さ
れ
ま
す
。
同
封
の

納
付
書
で
、
金
融
機
関
ま
た
は
市

役
所
窓
口
で
納
付
し
て
く
だ
さ

い
。督

促
状
送
付
分
の
保
険
料
は
、

口
座
振
替
（
自
動
引
き
落
と
し
）

は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
納
期
限

を
過
ぎ
て
い
る
た
め
、
延
滞
金
が

加
算
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

な
お
、
納
付
の
確
認
ま
で
数
日

か
か
り
ま
す
。
す
で
に
納
付
済
み

の
場
合
は
行
き
違
い
で
す
の
で
、

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

【
口
座
振
替
の
ご
利
用
】

平
成
２１
年
度
の
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
の
納
付
は
、
便
利
な
口

座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

同
保
険
料
の
口
座
振
替
の
手
続

き
は
、
市
内
金
融
機
関
で
で
き
ま

す
。
市
内
金
融
機
関
に
あ
る
「
後

期
高
齢
口
座
振
替
依
頼
書
」
を
書

い
て
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の
＝
▼
後

期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
▼
通

帳
▼
通
帳
の
お
届
け
印

な
お
、
手
続
き
完
了
時
期
に
よ

り
口
座
振
替
開
始
月
が
変
わ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

【
自
己
負
担
額
を
超
え
た
分
の

請
求
は
口
座
登
録
を
】

高
額
医
療
費
の
計
算
は
京
都
府

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
で
行

い
ま
す
。
医
療
費
の
自
己
負
担
額

を
超
え
た
分
の
請
求
は
、
被
保
険

者
の
口
座
を
登
録
す
る
こ
と
で
、

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
新

規
の
口
座
登
録
や
口
座
の
変
更
に

つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
いな

お
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
へ
の
口

座
登
録
も
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

【
問
合
せ
先
】

国
保
医
療
課（
☎
６４
・
１
３
７
４
）

ス
ト
マ
用
装
具
の

給
付
申
請
は
年
２
回

市
で
は
、
日
常
生
活
用
具
給
付

制
度
に
あ
る
ス
ト
マ
用
装
具
（
蓄

尿
袋
・
蓄
便
袋
）
の
給
付
を
上
表

の
と
お
り
、
年
２
回
の
申
請
と
し

て
い
ま
す
。

問
合
せ
先
＝
社
会
福
祉
課
（
☎

６４
・
１
３
７
２
）

障
害
の
あ
る
人
の
福
祉
用
具
貸
与

自
己
負
担
を
助
成
し
ま
す

市
は
、介
護
保
険
に
よ
る
福
祉
用
具（
車

い
す
・
歩
行
器
・
歩
行
補
助
つ
え
）
の
貸

与
を
受
け
た
人
が
、
身
体
障
害
者
手
帳
を

所
持
し
、
一
定
程
度
以
上
の
障
害
を
有
す

る
場
合
、
自
己
負
担
額
を
助
成
し
ま
す
。

申
請
対
象
＝
平
成
２０
年
７
～
１２
月
の
福

祉
用
具
貸
与
の
自
己
負
担

対
象
者
・
福
祉
用
具
＝
下
表
の
と
お
り

申
請
に
必
要
な
も
の
＝
▼
福
祉
用
具
貸

与
自
己
負
担
額
の
領
収
書
▼
介
護
保
険
被

保
険
者
証
の
写
し
▼
印
鑑
▼
銀
行
な
ど
の

口
座
番
号
が
わ
か
る
も
の

申
請
期
間
＝
３
月
２
日
㈪
～
３１
日
㈫

問
合
せ
先
＝
社
会
福
祉
課
（
☎
６４
・

１
３
７
２
）
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平成 21 年度職員採用試験
環境衛生技術員を 1人募集

市は、平成 21 年度職員採用試験を行います。
職種・内容＝環境衛生技術員…環境衛生セ
ンターで「じん芥収集および焼却」または「し
尿処理」作業に従事
受験資格＝昭和 56 年 4 月 2 日以降に生ま
れ、身体強健な人
募集人数＝ 1人
第 1次試験日＝ 4月 19 日㈰
申込方法＝試験案内を十分確認の上、職員

課で配付または市ホームページからダウン
ロードした申込書に必要事項を書いて、最近
6カ月以内撮影の写真（正面・脱帽・上半身、
縦 6cm ×横 5cm）を貼り、本人が持参して
提出してください。郵送・代理人による提出
は受け付けません。また、提出書類は一切返
却しません
受付期間＝３月 6日㈮～ 16 日㈪午前 8時
30 分～正午と午後 1時～ 5時
ただし、土・日曜日を除く。
採用予定日＝平成 21 年 7月 1日以降
申込・問合せ先＝職員課（☎ 64-1324）

平
成
２０
年
分
の
収
入
に
対
す
る
所

得
税
の
確
定
申
告
と
市
・
府
民
税
の

申
告
は
お
済
み
で
す
か
？
。
申
告
期

間
は
３
月
１６
日
㈪
ま
で
で
す
。
期
限

間
際
に
な
る
と
会
場
は
大
変
混
雑
し

ま
す
の
で
、
で
き
る
だ
け
早
め
に
済

ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
確
定
申
告
書
を
提
出
し
た

後
で
、
間
違
い
に
気
づ
い
た
場
合
は
、

訂
正
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
所
得
税
の
確
定
申
告
】

日
時
＝
２
月
１６
日
㈪
～
３
月
１６
日

㈪
午
前
９
時
～
午
後
５
時
（
土
・
日

曜
日
を
除
く
）

会
場
＝
食
遊
館
鹿
六
４
階
（
宇
治

市
大
久
保
町
井
の
尻
５６
・
１
、
宇
治
税

務
署
南
向
・
サ
テ
ィ
大
久
保
店
東
隣
）

期
間
中
、
宇
治
税
務
署
に
は
確
定

申
告
会
場
を
設
け
て
い
ま
せ
ん
。
宇

治
税
務
署
で
は
、
作
成
済
み
の
申
告

書
な
ど
の
受
け
付
け
・
納
税
・
納
税

証
明
書
の
発
行
お
よ
び
用
紙
の
交
付

の
み
を
行
い
ま
す
。

な
お
、所
得
の
種
類
が「
給
与
所
得
」

「
雑
所
得
（
公
的
年
金
等
・
そ
の
他
）」

の
人
は
、市
役
所
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ホ
ー

ル
で
も
申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
市
職
員
で
は
判
断
が
難
し

い
場
合
は
宇
治
税
務
署
（
鹿
六
会
場
）

で
の
申
告
を
お
願
い
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

●
確
定
申
告
の
内
容
が
間
違
っ
て

い
た
と
き

▼
税
額
を
多
く
申
告
し
て
い
た
と

き
…
「
更
正
の
請
求
」
を
し
て
、
正

し
い
税
額
へ
の
訂
正
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
請
求
内
容
が
正
当
と

認
め
ら
れ
た
と
き
は
、
正
し
い
税
額

に
減
額
さ
れ
ま
す
。
更
正
の
請
求
が

で
き
る
期
間
は
、
原
則
と
し
て
確
定

申
告
書
の
提
出
期
限
か
ら
１
年
以
内

で
す▼

税
額
を
少
な
く
申
告
し
て
い
た

と
き
…
「
修
正
申
告
」
を
し
て
、
正

し
い
税
額
に
修
正
を
し
て
く
だ
さ
い
。

自
発
的
に
訂
正
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、

税
務
署
が
正
し
い
額
に
更
正
し
ま
す
。

修
正
申
告
を
行
う
場
合
や
更
正
を
受

け
た
場
合
は
、
新
た
に
加
算
税
が
課

さ
れ
た
り
、
延
滞
税
が
か
か
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
の
で
、
早
め
に
申
告
し

ま
し
ょ
う

▼
確
定
申
告
を
忘
れ
て
い
た
と
き

…
直
ち
に
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
期
限
を
過
ぎ
て
か
ら
申
告
を
し

た
り
（
期
限
後
申
告
）、
申
告
を
し
な

い
た
め
に
税
務
署
か
ら
決
定
を
受
け

た
り
す
る
と
、
加
算
税
が
課
さ
れ
た

り
、
延
滞
税
が
か
か
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
早
め
に
申
告
し
ま
し
ょ

う
。
ま
た
、
医
療
費
控
除
な
ど
税
金

が
還
付
と
な
る
申
告（
還
付
申
告
）は
、

５
年
間
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

な
お
、「
更
正
の
請
求
」「
修
正
申
告
」

「
期
限
後
申
告
」
は
、
市
役
所
で
は
受

け
付
け
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
宇
治
税

務
署
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】

宇
治
税
務
署
（
☎
４４
・
４
１
４
１
）

【
市
・
府
民
税
の
申
告
】

日
時
＝
２
月
１６
日
㈪
～
３
月
１６
日

㈪
午
前
９
時
～
午
後
４
時
（
土
・
日

曜
日
を
除
く
）

会
場
＝
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ホ
ー
ル

平
成
２１
年
１
月
１
日
現
在
、
本
市

に
住
所
の
あ
っ
た
人
で
前
年
中
に
所

得
が
あ
っ
た
人
は
、
所
得
税
の
確
定

申
告
の
必
要
が
な
い
場
合
で
も
、
市
・

府
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
前
年
中
に
所
得
の
な
か
っ

た
人
で
も
、
市
内
に
在
住
す
る
親
族

の
税
法
上
の
扶
養
に
入
っ
て
い
な
い

場
合
、
所
得
証
明
書
の
発
行
を
受
け

た
い
場
合
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
る
世
帯
主
で
あ
る
場
合
な
ど

は
、
所
得
が
な
か
っ
た
こ
と
の
申
告

が
必
要
で
す
。

【
住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の

申
告
は
お
済
み
で
す
か
】

住
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
控

除
（
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
）
を
受
け
る

た
め
に
は
、
毎
年
申
告
が
必
要
で
す
。

平
成
１１
年
か
ら
同
１８
年
末
ま
で
に
入

居
し
、
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

を
受
け
て
い
る
人
で
、
所
得
税
か
ら
控

除
し
き
れ
な
か
っ
た
額
が
あ
る
場
合

は
、
忘
れ
ず
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
方
法
＝
３
月
１６
日
㈪
ま
で
に

「
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告

書
」
に
源
泉
徴
収
票
（
住
宅
ロ
ー
ン

控
除
が
年
末
調
整
済
み
の
も
の
）
を

添
付
し
て
、
平
成
２１
年
１
月
１
日
に

住
ん
で
い
た
市
区
町
村
へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い

な
お
、
確
定
申
告
を
行
う
人
は
、

確
定
申
告
書
と
と
も
に
「
住
宅
借
入

金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
」
を
宇

治
税
務
署
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

適
用
期
間
＝
平
成
２０
年
度
か
ら
同

２８
年
度

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
新
着
情
報
」に
、

金
額
を
入
力
す
る
と
自
動
的
に
申
告

書
を
作
成
で
き
る
様
式
が
あ
り
ま
す

の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】

税
務
課
（
☎
６４
・
１
３
１
７
）

Q退去の連絡はいつすればいいの
契約期間の途中で退去する場合は、契約書の中途解約規定
に従います。賃貸住宅標準契約書では、① 1カ月前に通知を
するか② 1カ月分の賃料を支払うことで解約できます。あな
たの契約書が 1カ月になっているとは限りませんので、よく
確認してください。期間満了で退去する場合も、早めに「更
新しない」と意思表示するのが無難です。
Q明け渡しのときに確認することは何
すべての荷物を搬出後、清掃の上ゴミなどの残置物がない
ようにして明け渡します。貸主・借主・業者三者立会いで、
壊したり汚したりした箇所があるか、あれば程度の確認をし
ます。入居時点で損傷部分があれば管理業者に修理してもら
うか、証拠写真を撮っておきましょう。退去時に入居前から
の損傷部分まで請求されるトラブルを防ぐことができます。
Q敷金を精算するときの原状回復義務の意味は
「原状回復」とは、畳などを新品に戻すことではありませ
ん。設備などを取り付けたときには取り外さなければならな
いという意味です。通常使用に伴う傷みや汚れであれば、費
用を敷金から差し引くことはできません。借主が壊したり汚
したりして通常使用の範囲を超える場合には、費用を負担し
なければなりません。国土交通省のガイドラインには一般的
な基準として、貸主・借主の負担区分が示されています。敷
金精算時の話し合いの基準としてください。
消費生活で困ったことがあれば、ご相談ください。
問合せ先＝消費生活相談窓口（産業振興課内、☎
64-1319）

３
月
に
入
る
と
寒
さ
も
峠
を
越

え
、
火
の
取
り
扱
い
に
対
す
る
注
意

が
緩
み
が
ち
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

こ
の
時
季
は
空
気
が
乾
燥
し
、
風
の

強
い
日
が
多
い
た
め
火
災
が
拡
大
し

や
す
く
、
毎
年
か
け
が
え
の
な
い
人

命
や
貴
重
な
財
産
が
数
多
く
失
わ
れ

て
い
ま
す
。

消
防
本
部
は
、
こ
う
し
た
火
災
に

よ
る
悲
し
い
出
来
事
を
起
こ
さ
な
い

た
め
に
、
市
民
の
み
な
さ
ん
一
人
ひ

と
り
の
防
火
意
識
を
高
め
、
火
災
の

な
い
ま
ち
づ
く
り
を
目
的
と
し
て
、

春
の
火
災
予
防
運
動
を
行
い
ま
す
。

期
間
＝
３
月
１
日
㈰
～
７
日
㈯

【
住
宅
防
火
い
の
ち
を
守
る
７
つ

の
ポ
イ
ン
ト
】

３
つ
の
習
慣
…
▼
寝
た
ば
こ
は
、

絶
対
や
め
る
▼
ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え

や
す
い
も
の
か
ら
離
れ
た
位
置
で
使

用
す
る
▼
ガ
ス
こ
ん
ろ
な
ど
の
そ
ば

を
離
れ
る
と
き
は
、
必
ず
火
を
消
す

４
つ
の
対
策
…
▼
逃
げ
遅
れ
を
防

ぐ
た
め
に
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
を

設
置
す
る
▼
寝
具
や
衣
類
か
ら
の
火

災
を
防
ぐ
た
め
に
、
防
炎
製
品
を
使

用
す
る
▼
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消

す
た
め
に
、
住
宅
用
消
火
器
な
ど
を

設
置
す
る
▼
お
年
寄
り
や
身
体
の
不

自
由
な
人
を
守
る
た
め
に
、
隣
近
所

の
協
力
体
制
を
つ
く
る

問
合
せ
先
＝
消
防
本
部
予
防
課

（
☎
６３
・
７
８
２
６
）

市
は
、
市
民
の
み
な
さ
ん

に
広
く
市
職
員
の
給
与
な
ど

の
状
況
を
知
っ
て
も
ら
う
た

め
、
３
月
１
日
に
実
態
を
公

表
し
ま
し
た
。

内
容
は
、
職
員
の
任
免
と

職
員
数
、
給
与
、
勤
務
時
間

や
勤
務
条
件
、
分
限
・
懲
戒

処
分
、
服
務
、
研
修
と
勤
務

成
績
の
評
定
、
福
祉
・
利
益

の
保
護
の
状
況
で
す
。
広
報

紙
で
は
、
そ
の
一
部
を
ご
紹

介
し
ま
す
。

く
わ
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、

職
員
課
（
☎
６４
・
１
３
２
４
）

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ご
み
の
「
野
焼
き
」
は

法
律
で
禁
止
さ
れ
て
ま
す

屋
外
で
の
ご
み
の
焼
却
、
い
わ
ゆ
る
野

焼
き
は
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

例
外
と
し
て
農
業
な
ど
を
営
む
た
め

に
や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
行
わ
れ

る
焼
却
、
風
俗
習
慣
上
ま
た
は
宗
教
上
の

行
事
を
行
う
た
め
の
焼
却
な
ど
は
認
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
例
外
に
該
当
す
る
場
合
で

あ
っ
て
も
、
生
活
環
境
上
支
障
を
与
え
て

い
る
場
合
は
、
指
導
の
対
象
と
な
り
ま

す
。
ま
た
、
風
向
き
や
時
間
帯
、
燃
や
す

量
、
燃
や
し
方
な
ど
に
十
分
気
を
つ
け
、

火
が
完
全
に
消
え
る
ま
で
そ
の
場
を
離

れ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
事
前
に
消
防
署
へ
届
け
出
も
忘

れ
ず
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
＝
消
防
署
（
☎
６３
・

１
１
２
５
）



商工会は、近鉄新田辺
東側駅前の空き店舗を利
用したチャレンジショッ
プの出店者を募集しま
す。あなたのお店を持っ
てみませんか。
対象者＝▼市内に在
住・通勤する人、市内で
出店を計画している人
またはその人を代表と
するグループ▼新規創
業を目指す人▼地元商
店街の活動に積極的に
参加できる人▼公的補
助金を利用してチャレ
ンジショップを開設・運
営するのにふさわしい
人
原則として次の期間

（6 カ月）継続して出店
できる人。

期間＝４～９月
備品＝エアコン、湯沸
かし、電気・水道・ガス
設備
テーブル・椅子・展示
用飾り棚などは出店者
で準備してください。
使用料＝月額 4万円
水道光熱費は別途実
費徴収します。
申込方法＝商工会に
備え付けの使用申込書
に、必要事項を書いて申
し込んでください。多数
の場合は面接の上、内容
などを検討し決定しま
す
しめきり＝3月 18日㈬
申 込・ 問 合 せ 先 ＝
京田辺市商工会（☎
62-0093）

第
１９
回
北
部
ふ
れ
あ
い
祭
を
開
き

ま
す
。
ぜ
ひ
、
お
誘
い
合
わ
せ
の
上

お
越
し
く
だ
さ
い
。

【
日
時
・
内
容
】

３
月
１３
日
㈮
＝
午
後
６
時
３０
分
～

９
時
３０
分
・
社
交
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
ー

３
月
１４
日
㈯
＝
▼
午
前
１１
時

～
１１
時
３０
分
…
お
は
な
し
会
▼

午
後
０
時
３０
分
～
１
時
…
大
住

中
学
校
吹
奏
楽
部
コ
ン
サ
ー
ト

▼
午
後
２
時
～
３
時
３０
分
…
舞

台
発
表
▼
午
後
６
時
３０
分
～
１０

時
…
カ
ラ
オ
ケ
大
会
▼
午
前
９

時
～
午
後
７
時
…
展
示

３
月
１５
日
㈰
＝
▼
午
前
９
時

～
午
後
５
時
…
舞
台
発
表
▼
午

前
９
時
３０
分
か
ら
…
お
茶
席
と

模
擬
店
▼
午
前
９
時
～
午
後
４

時
３０
分
…
展
示

【
場
所
】

北
部
住
民
セ
ン
タ
ー

【
問
合
せ
先
】

北
部
ふ
れ
あ
い
祭
実
行
委
員
会

（
北
部
住
民
セ
ン
タ
ー
内
、
☎
６３
・

７
９
５
５
）

平成21年（2009年）3月1日 平成21年（2009年）3月1日 ＜ 6＞＜ 7＞

市税口座振替制度
固定資産税・都市計画税（償却資

産を含む）、市・府民税（普通徴収）、
軽自動車税と国民健康保険税は、預
金口座（貯金通帳）から自動的に振
り替えて納めることができます。一
度手続きすると翌年度以降も継続さ
れます。取扱金融機関は、市内にあ
る各銀行、信用金庫、農協の本店・
支店とゆうちょ銀行（＝郵便局）で
す。振り替えを希望する納付月の前
月までに取扱金融機関の窓口に預金

（貯金）通帳・届出印・納付書を持
参し、申し込んでください。申込書
は、市役所と市内の取扱金融機関に
備え付けています。なお、市外の取
扱金融機関を利用する場合は、収納
対策室へご連絡ください。申込書を
送ります。また、口座振替の取り消
し、振替口座や納付方法（前納・期
別）の変更は、納付月の前月までに、
取扱金融機関で手続きしてください
問収納対策室（☎ 64-1318）

バイク・軽自動車
3月中に廃車手続きを
バイク（原付・二輪車）や軽自動

車を売却・廃棄した人は、3 月中に
廃車の手続きをしてください。バイ
ク・軽自動車・農耕機・小型特殊自
動車にかかる税金（軽自動車税）は、
4 月 1 日現在の所有者に課税されま
す。これらの車両を売ったり譲った
りした人や、業者に引き取っても
らったり盗難にあったなどの理由で
現在所有していない場合は、必ず廃
車の手続きをしてください。4 月 1
日㈬までに廃車の手続きをしていな
いと、車両を所有していなくても平
成 21 年度の軽自動車税が課税され
ます。なお、軽自動車税は月割での
課税や還付の制度はありません。3
月末は窓口が大変混雑しますので、
早めに手続きをしてください。排気
量が 125cc 以下のバイク・農耕機・
小型特殊自動車は、市役所で廃車で
きますので、ナンバープレートと認

男性のための
ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｲﾌ応援講座
絶対に失敗しないカルボナーラづ

くりやボランティア活動の紹介な
ど、新しいことを始めるきっかけと
して、講座を開きます。3 月 14 日
㈯ 9 時 30 分～ 14 時 30 分、社会
福祉センター 団塊の世代や定年退
職前後の男性。今後の生きがいづ
くりや仲間づくりを考えている人
講師は、悠炊会の小森雅夫さん 先
着 20 人 500 円 3 月 11 日㈬ま
でに申し込み問社会福祉協議会（☎
62-2222）

親子あそび
地域子育て支援センター河原保育

所は、「親子あそび」を行います。
親子で楽しめる遊びを用意していま
すので、気軽にご参加ください。3
月 12 日㈭ 10 時～ 11 時、中部住
民センター 「おはなしを楽しも
う！」パネルシアター、エプロンシ
アターを楽しみましょう問地域子
育て支援センター河原保育所（☎
62-2697〈9 時～ 16 時〉）

派遣労働者セミナー
3 月 13 日㈮ 13 時 30 分から、京

都労働局（京都市） 派遣労働者と
して就労・登録または求職中の人
説明会（派遣法・社会保険・労働基
準法について）、相談会（就業条件・
就職などの個別相談）問京都労働局

（☎ 075-241-3225）

ＮＡＩＳＴ
ｻｲｴﾝｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
3 月 14 日㈯ 10 時～ 17 時 30 分、

奈良先端科学技術大学院大学（生駒
市） 眞鍋かをりさんとのサイエン
ストークショー・未来の乗り物「セ
グウェイ」体験試乗会などの特別企

市税徴収強化月間
3 月は「市税徴収強化月間」とし

て、自宅への訪問や電話による催告
を集中的に行います。納期が過ぎて
いる市税をまだ納めていない人は、
すぐに納付してください。また、一
度に納付できない場合は、納付方
法（分割納付など）の相談に応じま
すので、未納のまま放置しないで納
付相談にお越しください問▼市府民
税、固定資産税、軽自動車税…収納
対策室（☎ 64-1318）▼国民健康
保険税…国保医療課（☎ 64-1332）

技能修得資金を支給
府では、経済的理由により技能修

得が困難な世帯であり、専門学校な
どの技能修得施設（理容師・調理師
養成施設）で技能を修得するお子さ
んに、技能修得資金を支給します
平成 21 年 3 月に中・高等学校を卒
業見込みで、低所得世帯に属する
人（低所得とされる世帯の所得基準
は、世帯構成などから異なります）。
なお、対象施設は、技能修得期間
が 1 年以上で、授業時間が 1 週間
に 18 時間以上あること ▼第 1 次
申請＝ 3 月 16 日㈪▼第 2 次申請
＝ 4 月 23 日㈭問山城北保健所（☎
63-5747）

高齢者保健福祉計画
委員会を公開
市は、第 6 回高齢者保健福祉計画

委員会を公開します。3 月 17 日㈫
14 時から（集合時間は、13 時 30
分）、社会福祉センター 市民また
は市の高齢者サービスを利用してい
る人や家族 15 人 3 月 16 日㈪
12 時までに申し込み。多数の場合
は抽選問健康介護課（☎ 64-1373）

寮外ひだまりの会
3 月 17 日㈫ 13 時 20 分～ 15 時

30 分、宝生苑 市内の高齢者 洛
南寮入所者との交流。牛乳パックで
パズル作り 無料 3 月 12 日㈭ま
でに申し込み問社会福祉協議会（☎
62-2222）

視覚障害者
ふれあいのつどい
府視覚障害者協会は、京都府の

委託を受けて「京田辺地域視覚障
害者ふれあいのつどい」を開きま
す。福祉関係者など多くの人の参
加をお待ちしています。3 月 17 日
㈫ 13 時 30 分～ 16 時 30 分、社会
福祉センター 市内に在住する人
で▼視覚障害者手帳を持っている
人▼視覚に不安のある人と家族▼
朗読・点訳ボランティアの人や視
覚障害者ガイドヘルパーの人 京田
辺市における視覚障害のある人の
福祉制度などの説明、講演会「視
覚障害者協会の成り立ちと目指す
もの」、視覚障害のある人の体験発
表など 無料問京都府視覚障害者協
会 事 務 局（ ☎ 075-462-2414、 ＦＡＸ
075-462-4402）

介護者交流会
3 月 30 日㈪ 13 時 30 分～ 15 時

30 分、社会福祉センター 高齢者
の在宅介護してる人 ブリザーブ
ドフラワーアレンジ講習会。講師
は、atellier soleie( アトリエソレ
イユ )・FDA 認定フラワーデコレー
ターの樋口智子さんとふじわらえつ
こさん 15 人問社会福祉協議会（☎
62-2222、☎ 65-4022）

画、各研究科では最新の教育研究の
展示やデモンストレーションなどを
行います。くわしくは、 http://
www.naist.jp/ をご覧ください問
奈良先端科学技術大学院大学（☎
0743-72-6247）

同志社大学
第4回フォーラム
同志社大学は、第 4 回フォーラ

ム「けいはんなのまちづくりを考え
る」を開きます。これまで取り組ん
できた地域連携の地域活性化や未
来のけいはんなのまちづくりにつ
いて考えます。3 月 14 日㈯ 11 時
～ 18 時、同志社大学京田辺校地
▼フォーラム＝けいはんなまちづく
り提案プロジェクト取り組み最終報
告、地域活性化への貢献と大学教
育・けいはんな地域からみた大学教
育への期待をテーマにした基調講
演、地域連携における学生教育につ
いてのパネルディスカッションほか
▼イベント＝作文・絵画コンクール
作品展示ほか、「まなびば」による
化学実験教室～光の不思議・分光
シートで万華鏡づくり～ 無料問同
志社大学総務課地域 GP 推進室（☎
65-7003）

古文書を読む会
3 月 14 日㈯ 9 時 30 分～ 12 時、

社会福祉センター 講師はふるさと
ミュージアム山城の伊藤太さんと
精華町教育委員会の中川博勝さん
300 円 不要問京田辺市郷土史会・
岡山（☎ 63-2244）

人権講座の開催
山城人権ネットワーク推進協議会

は、みなさんに人権尊重の理念を訴
えるために人権講座を開きます。気
軽にご参加ください。3 月 18 日㈬
13 時 30 分～ 15 時、宇治市生涯学
習センター（宇治市） 「人権力を
養う」をテーマに、㈱香科舎代表の
辛淑玉さんによる講演問人権啓発推
進課（☎ 64-1336）

福祉講演会
3 月 23 日㈪ 13 時 30 分～ 15 時

30 分、社会福祉センター 市内に
在住する人 「かけがえのない自分
の人生について～今、考えておかな
ければならないこと～」をテーマに、

成年後見制度・認知症・障害者とし
て生きることについて講談で理解を
深めます。講師は、神田織音さん
先着 80 人 無料 3 月 20 日㈷ま
でに申し込み問社会福祉協議会（☎
62-2222、☎ 62-5447）

京都フィルハーモニー
スプリングコンサート
3 月 20 日㈷ 14 時から、山城総

合文化センターアスピアやましろ
（木津川市） 京都フィルハーモニー
室内合奏団による公演。サンサーン
ス／白鳥、ヴィヴァルディ／春、ミッ
ションインポッシブル、オペラ座の
怪人など 前売は、一般 2,000 円、
小・中・高校生 1,500 円。当日券
は 500 円増し（前売完売の場合は、
当日券はありません）。アスピアや
ましろで販売中（電話予約可）問山
城総合文化センターアスピアやまし
ろ（ ☎ 86-5851、8 時 30 分 ～ 17
時〈月曜日、祝日の翌日を除く〉）

エコバッグ
作ってみませんか
3 月 21 日㈯ 13 時～ 15 時、中部

住民センター 講師は、京田辺生活
学校のみなさん。簡単な裁縫道具を
持参してください 先着 10 人 無
料問▼京田辺ネットワークの会かが
やき ( 中央公民館内、☎ 62-2552)
▼柏木 ( ☎ 62-9358)

第3回京田辺市民
健康フォーラム
3 月 25 日㈬ 10 時 30 分～ 14 時、

社会福祉センター 健康講座・健康
薬膳粥・座禅を通じ健康を考える。
講師は、一休寺住職の田邊宗一さん
と鍼灸師・整体師の佐藤浩史さん
先着 50 人 1,000 円 必要問社会
福祉協議会（☎ 62-2222）

普通救命講習
▼ 3 月 26 日㈭、消防署 20 人

▼ 4 月 4 日 ㈯、 消 防 署 北 部 分 署

府民総体
【ボウリング市予選会】
4 月 8 日㈬から毎週水曜日（祝日

またはボウリング場行事の日を除
く。全 20 回）、いずれも 20 時 30
分から、マスターズボウル新田辺
市内に在住する 18 歳以上の人。ボ
ウリング連盟に加盟する必要があり
ます 個人戦 1 人 1 回 1,000 円

（貸し靴代込み。毎回徴収） 田辺
中央体育館に備え付けの申込書で、
3 月 25 日㈬ 17 時までに直接・郵送・
ＦＡＸで申し込み問京田辺市ＮＰＯ法人
京田辺市社会体育協会事務局（田辺
中央体育館内、〒 610-0331 京田
辺市田辺丸山 19、☎ 62-1501、ＦＡＸ
62-1534）

平成21年度
水質検査計画を公表
市の水道水質をみなさんに知って

いただくために、平成 21 年度の水
質検査計画を公表します 水質検査
計画に関する基本事項・水道事業の
概要・原水および浄水の水質状況な
らびに水質管理上の問題点・水質検
査を行う項目、採水地点、採水頻度
およびその理由・臨時の水質検査に
関する事項・水質検査方法・水質検
査計画および検査結果の公表の方
法・採水地点地図。くわしくは、市

をご覧ください問薪浄水場（☎
62-8282）

麻しん風しん混合 (MR)
麻しんは人から人へ感染しやす

く、死に至ることもある重大な疾患
です。予防にはワクチン接種がもっ
とも有効です。1 期の接種期間は 1
～ 2 歳未満、2 期（平成 14 年 4 月
2 日～同 15 年 4 月 1 日）、3 期（平
成 7 年 4 月 2 日～同 8 年 4 月 1 日）、
4 期（平成 2 年 4 月 2 日～同 3 年
4 月 1 日）は平成 21 年 3 月 31 日
㈫までです。母子手帳・健康手帳を
確認し、予防接種が済んでいない場
合は早期に接種することをお勧めし
ます問こども福祉課（☎ 64-1377）

め印を持参し、税務課へお越しくだ
さい。所有者以外の人が手続きをす
る場合は、委任状が必要です。手続
き・問合せ先は下表のとおりです問
税務課（☎ 64-1317）

水洗化工事費用の
融資利率が変わります
市では、水洗便所普及のため、便

所の水洗化工事の費用負担が少しで
も軽くなるよう、資金融資を金融機
関にあっせんする制度を設けていま
す。４月１日㈬からその融資利率が
年利 1.5％から 1.0％に変わります。
融資を受けられる工事は、処理区域
内における住宅で次の工事に適用さ
れます▼くみ取り便所の水洗化工事
▼浄化槽を直接公共下水道に接続す
る工事▼前記の工事に伴う排水設備
工事。ただし、融資あっせん対象者
の資格および融資条件がありますの
で、くわしくは、下水道課 をご覧
ください問下水道課（☎ 64-1352）

排水設備指定
工事業者の追加
下 水 道 課 は、 排 水 設 備 指 定 工

事 業 者 に、 三 共 設 備 開 発 ㈱（ 京
都 市 山 科 区 大 塚 北 溝 町 2-2、 ☎
075-583-6220）、山下工業（京都
市右京区山ノ内荒木町７-65、☎
075-873-4433）を追加しました。
なお、排水設備指定工事業者一覧は、
下水道課 に掲載しています問下
水道課（☎ 64-1352）

恩給欠格・強制抑留
引揚者のみなさんへ
（独）平和祈念事業特別基金は、

特別慰労品を贈呈しています 恩
給を受けていない旧軍人（恩給欠
格者）・シベリアなどで強制抑留さ
れた人（戦後強制抑留者）・外地か
らの引揚者（引揚者）。なお、「引
揚者」は、終戦の日まで引き続き
1 年以上外地で生活し、戦後引き
揚げてきた家族全員が対象です
社会福祉課に備え付けの請求書類
に必要事項を書いて、3 月 31 日㈫
までに（独）平和祈念事業特別基
金（〒 162-8672 東京都新宿区若
松町 19-1、☎ 0120-234-933、
http://www.heiwa.go.jp/） に 郵
送してください。請求期限が迫って
いますので、まだ請求されていない
人は、早めに請求してください問社
会福祉課（☎ 64-1371）

学校安全ボランティア
辞退の手続き
学校安全ボランティアの登録をさ

れており、活動を諸事情により辞め
られる人は、3 月 31 日㈫までに登
録された学校へ申し出ていただき、
貸与しています腕章の返却をお願い
します（申し出がない場合は、次年
度への継続登録となります）問学校
教育課（☎ 64-1392）

10 人。いずれも 9 時～ 12 時
AED（自動体外式除細動器）を用
いた救急蘇生法の講習会。一定レベ
ル以上の技術を習得した受講者には
修了証を発行し、簡易感染防護具を
配布します 前日までに直接か☎で
申し込み問▼消防署（☎ 63-1125）
▼消防署北部分署（☎ 65-0119）

キッズ・ハート教室
地域の子どもたちのための心の教

育。楽しい歌やゲームやお話しなど
を通して、子どもの心の中にある愛・
思いやり・正義・慈悲・誠実さなど
の美徳を引き出しながら、子どもた
ち自身が周囲の人々の心を変えてい
く力があることを学び、国や人種な
どを超えて偏見のない心豊かで広い
視野を持った人間性を醸成すること
を目指します 小学生 ▼保護者説
明会…4 月 4 日㈯ 10 時 30 分から
▼教室実施…4 ～ 9 月の第 1・3 土
曜日 13 時 30 分～ 15 時、いずれ
も社会福祉センター。講師は関西大
学文学部教授の野口メアリーさん
無料問野口（☎ 68-5260）

フラダンスで盛り上がった前回の舞台
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おはなし会
▼ 3 月 7 日㈯…王子さまの耳はロバの耳

▼ 14 日㈯…貧乏神▼ 18 日㈬…こんたのお
つかい▼ 21 日㈯…元気な仕立て屋▼ 28 日
㈯…ひなどりとねこ▼ 4 月 4 日㈯…ひとり
ふたりさんにんのこども

水曜日は午後 3 時 30 分～ 4 時、土曜日
は午後 3 時～ 3 時 30 分。

ギャラリー
▼「そよかぜ幼稚園にじみ絵展」：小笠原

陽子＝ 3 月 3 日㈫～ 8 日㈰▼「華凛展『竹
彫刻』」：椋木悟＝3月10日㈫～15日㈰▼「第
10 回緑の風作品展」：萩尾育＝ 3 月 17 日㈫
～ 22 日㈰（3 月 20 日㈷を除く）▼「陶芸
作品合同展示会」：古賀靖章＝ 3 月 24 日㈫
～ 29 日㈰（3 月 27 日㈮を除く）

春休み（子ども向け）お楽しみ映画会
3 月 26 日㈭…レーシングストライプス。

午前 10 時 30 分から

おはなし会
▼ 3 月 7 日㈯…王子さまの耳はロバの耳

▼ 14 日㈯…黒牛の恩返し▼ 21 日㈯…金色
とさかのおんどり▼ 25 日㈬…くるくるさん
ぽ▼ 28 日㈯…山伏ときつね▼ 4 月 4 日㈯
…世界で一番きれいな声

水曜日は午後 3 時 30 分～ 4 時、土曜日
は午前 11 時～ 11 時 30 分。

おはなし会
▼ 3 月 4 日 … ソ メ 子 と オ ニ ▼ 11 日 …

THE TRAVELING CHAMELEON（ カ メ
レオンはいく）▼ 18 日…王さまとオンドリ
▼ 25 日…うぐいすのホー

いずれも水曜日の午後 3 時 30 分～ 4 時。

児童向けテーマ展示
「古代へタイムスリップ！！昔の生き物

に会おう」をテーマに、児童向けの本の展
示・貸し出しを行います。3 月 21 日㈯～ 4
月 12 日㈰（休館日を除く）

『なつかしいおやつのレシピ』
池上保子／著
成美堂出版／発行
どら焼き、ドーナツ、かりんとう、草もち、

水ようかん、プリン、大学いも ･･･。あな
たには、子どものころに食べた、思い出に
残っているおやつがありますか？。この本
に載っているのは、
特別な材料や道具を
使わず、家にあるも
のでササっと作れる、
昔ながらのおうちお
やつばかり。作り方
もとてもシンプルな
ので、その日の気分
で楽しみながら作っ
てみてはいかがです
か。

中央図書館中央図書館
☎65－2500　℻65－1222

⑫自尊心（セルフエスティーム）

はるか：また児童虐待のニュースをやってるよ。自分
　　の子どもなのに、どうして叩いたりするんだろう？。
お母さん：はるかが赤ちゃんのころ、すごく泣く

　　し、いたずらばかりするから、私もイライラし
　　ていたことがあったわ。母親の私がイライラし
　　ているとその気持ちが伝わるのか、はるかも泣
　　いてばかりだったね。

　　でも、はるかが牛乳をこぼしても「まあいっか。
　どうせ汚れるんだし。はるかは自分で牛乳を飲

　　もうとしたんだものね。がんばってるんだ」と
　　思うようにしたら、気持ちが楽になって何でも
　　幸せに思えるようになったの。

　　お母さん自身が自分を好きになり、自分をほ
　　めてあげられる、そんなお母さんを見ていたら、
　　子どももきっと幸せになれると思うわ。はるか
　　も素直ないい子に育っているし、世の中の親が
　　みんな幸せな気持ちになれたら、児童虐待もお
　　こらないんじゃないかしら。

人は、家族に大切にされ、温かく見守られること
で自分自身だけでなく、他人も大切にする気持ちを
育てていくのではないでしょうか。自分自身を好き
になり、他人に思いやりを持ちながら、自分を価値
あるものと誇れる気持ちを大事にしましょう。
問合せ先＝市人権教育・啓発推進本部（人権啓発

推進課内、☎ 64-1336）
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ン
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受
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す
る
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で
す
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
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か
ら
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で
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だ
さ
い
。
初
め
て
受
講
す
る

人
は
、
府
が
発
行
す
る
Ｉ
Ｄ
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取
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重
要
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財
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井
家
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」

尼
門
跡
所
領
を
治
め
て
い
た
代
官
の
屋
敷

と
し
て
、
江
戸
時
代
中
期
（
元
文
年
間
）
に

建
築
さ
れ
た
重
要
文
化
財
の
澤
井
家
住
宅

を
、
京
田
辺
市
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド

が
解
説
し
ま
す
。
ま
た
、
実
物
を
見
学
す
る

ス
ク
ー
リ
ン
グ
も
予
定
し
て
い
ま
す
。

【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
講
座
】

内
容
・
配
信
日
＝
▼
第
１
回
…
澤
井
家
住

宅
の
歴
史
、
住
宅
の
特
徴
・
３
月
２０
日
㈷
▼

第
２
回
…
澤
井
家
住
宅
の
内
部
①
・
３
月
２７

日
㈮
▼
第
３
回
…
澤
井
家
住
宅
の
内
部
②
な

ど
・
４
月
３
日
㈮
。
い
づ
れ
も
６
月
末
日
ま

で
繰
り
返
し
受
講
で
き
ま
す

参
加
費
＝
無
料

申
込
方
法
＝
京
都
ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
塾
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
主
催
者
別
講
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「
京
田
辺
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」
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開
き
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申
込
条
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と
サ
ン
プ
ル
ペ
ー
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確
認
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申
し
込
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ク
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し
め
き
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＝
５
月
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日
㈰

【
ス
ク
ー
リ
ン
グ
講
座
】

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
講
座
の
受
講
者
を
対
象

に
、
澤
井
家
住
宅
の
見
学
を
行
い
ま
す
。

日
に
ち
＝
４
月
１９
日
㈰

集
合
時
間
・
場
所
＝
午
前
９
時
３０
分
・
Ｊ

Ｒ
学
研
都
市
線
大
住
駅
。
多
数
の
場
合
は
、

見
学
時
間
な
ど
の
調
整
を
行
い
ま
す

参
加
費
＝
３
０
０
円（
文
化
財
保
存
協
力
金
）

申
込
方
法
＝
講
座
利
用
者
Ｉ
Ｄ
・
住
所
・

氏
名
・
電
話
番
号
を
書
い
て
、
京
田
辺
市

観
光
協
会
（
〒
６
１
０
・
０
３
３
４
京
田
辺

市
田
辺
中
央
４
丁
目
３
・
３
Ｃ
Ｉ
Ｋ
ビ
ル
内
、

℻
６８
・
２
８
１
７
）
に
ハ
ガ
キ
ま
た
は
℻
で

４
月
１５
日
㈬
（
必
着
）
ま
で
に
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い

【
問
い
合
わ
せ
】

▼
管
財
情
報
課
（
☎
６４
・
１
３
１
２
、
メ
ー

ル
ア
ド
レ
スkanzai-joho@kyotanabe.jp

）

▼
産
業
振
興
課
（
☎
６４
・
１
３
６
４
）

市は、市役所 2 階の市
民ロビーでコンサートを
予定しています。
憩いの空間をあな
たの音楽で彩って
みませんか。
開催日時＝市役

所開庁日の年 4 回
（7・9・11・2 月 ）
を予定（出演日は
相 談 し て 決 定 ）、
午 後 0 時 20 分 ～
0 時 50 分
応募資格＝市内

を中心に音楽活動
をしている個人・
グループ。ジャン
ルは問いません
申込方法＝企画

管理課に備え付け
または市ホームページの
出演申込書で、郵送か電
子メールで申し込み

しめきり＝ 3 月 31 日㈫
多数のときは、出演を

ご遠慮願うことが
あります。

なお、謝礼・交
通費などやピアノ
の用意はできませ
ん。また、窓口業
務に支障となるよ
うな大音量を発す
る演奏、特定の団
体・個人を中傷す
る内容のもの、宗
教・政治活動とし
ての演奏、営利を
目的とした演奏は
できません。ポス
ター・プログラム
は出演者が作成し
てください。

問合せ先＝企画管理課
（☎ 64-1310、メールアド
レス zaisei@kyotanabe.jp）

観光協会は、桜や菜の花
が咲き誇る京田辺を満喫で
きる「第 10 回花見ウォーク」
を開きます。JR 京田辺駅か
ら、棚倉孫神社、甘南備山、
筒城宮址伝承地、普賢寺ふ
れあいの駅を通り近鉄・JR
三山木まで約 13㎞のコース
です。道中、一休寺や観音
寺の無料拝観・野点・たけ
のこ鍋・玉露の接待・菜の
花摘み・各種模擬店などを
行います。

また、途中のポイントで
スタンプを集めると、抽選
で 市 の 特 産 品 が 当 た る ラ
リーもあります。
日時＝ 4 月 5 日㈰午前 9

時～午後 3 時
受付場所＝ＪＲ京田辺駅

東側広場車輪モニュメント
前

受付時間＝午前 9 時～ 10
時。受け付け後、各自スター
ト
参加費＝大人（高校生以

上）1,000 円、小人（小・中
学生）500 円。当日、受付で
徴収します
申込方法＝電話・ハガキ・

℻・電子メールで、代表者
の郵便番号・住所・氏名・
電話番号・参加人数（大人・
小人別）をお知らせくださ
い
しめきり＝ 3 月 27 日㈮午

後 5 時。ハガキでの申し込
みは、当日の消印有効です
申込・問合せ先＝観光案

内 所（ 〒 610-0334 京 田 辺
市田辺中央 4 丁目 3 ｰ 3CIK
ビ ル 内、 ☎ 68-2810、 ℻
68-2817、 メ ー ル ア ド レ ス
kyotanabe@ikkyu-land.gr.jp）


